
 

令和７年３月５日 

静岡県社会的養育推進計画見直しについて

 

（子ども未来局子ども家庭課） 

 

１ 計画の概要  

  静岡市は、静岡県及び浜松市と合同で、令和２年３月に「静岡県社会的養

育推進計画」を策定し、施設や里親のもとで生活するこどもの養育環境の改

善のため、家庭的養育優先原則に基づき、里親委託の推進及び児童養護施設

等の小規模化、地域分散化を推進してきた。 

このたび、令和４年６月にこどもに対する家庭及び養育環境の支援を強化

し、こどもの権利擁護が図られた児童福祉施策を推進するための措置を講ず

る改正児童福祉法が成立し、国から改正内容を踏まえた「都道府県社会的養

育推進計画の策定要領」示され、令和６年度末までに現行計画の全面見直し

するよう技術的助言があったことから、前回と同様、静岡県及び浜松市と合

同で、既存計画の見直しをするものである。 

 

２ 計画期間 

現行計画  ：令和２年度から11年度（10年間、令和６年度見直し予定） 

見直し後計画：令和７年度から11年度（５年間） 

 

３ 計画見直しの経過 

  令和６年 ７月２９日（月） 第一回静岡県社会的養育推進計画検討会議 

令和６年１０月１５日（火） 第二回静岡県社会的養育推進計画検討会議 

令和６年１１月２５日（月） 第三回静岡県社会的養育推進計画検討会議 

（書面開催） 

  令和６年１２月２５日（水） パブリックコメント実施 

  ～令和７年１月２２日（水） （静岡県が全県域対象に実施） 

令和７年 ２月１７日（月） 第四回静岡県社会的養育推進計画検討会議 

 

４ 計画の改定概要 

  別紙静岡県の資料の通り（一部静岡市の表記あり） 

 

５ 参考資料 

  静岡県社会的養育推進計画（案）（第５章は静岡市分のみ抜粋） 

資料５－１


